
鳥取県における財源確保に関する取り組みについて
平成27年4月：鳥取県総務部行財政改革局財源確保推進課

【現在の取り組み状況】

【鳥取県】

広告媒体等
のご提供

・ネーミングライツ

・鳥取県ホームページ「とり

ネット」バナー広告

・鳥取県雪道情報提供システ

ム「とっとり雪みちＮａｖｉ」バ

ナー広告

・庁内ＬＡＮパソコン広告

・自動車税納税通知書用封筒

広告

・公用自動車広告

・県政だより広告

・ふるさと納税パートナー

企業制度

・地域貢献活動のＰＲ

・社会的信用度UP
・企業認知度UP
・販売促進

資金・物品のご提供（協賛）

・歳入増

→新たな単県事業
（将来の本県を担う子ども
たちのために）

→県民サービスの向上
（県民の皆様への還元）

※建物写真はイメージです

【財源確保】の成功例：ふるさと納税パートナー企業制度（寄附者、パートナー企業様、県の３者すべてにメリットがある仕組み）

【寄附者（応援団）】 【パートナー企業様】

【鳥取県】

①寄附、お礼の品の選択

②お礼の品提供企業様
へ寄附者情報の連絡
（個人情報保護義務有）

③お礼の品の発送
※自社商品等のパンフレット同梱によ
る販促利用が可能

（リピート発注の期待）

④県負担額の請求・支払い

知事名でのお礼状・感謝
状とともに、県の観光情
報等をお知らせ
※寄附の継続と来県観光等
を期待

・社会貢献の喜び
・お礼の品の喜び
・寄附金控除（減税）に
よる喜び

・県ホームページやふるさと納税ＰＲパ
ンフレットを通じての自社のＰＲ（認知
度UP）
・県とパートナーを組む社会的信用
・販売促進

・歳入増

【今後の取り組み方針】
○ふるさと納税パートナー企業制度の成功を一つの事例として、県内
経済団体（商工会連合会、中小企業団体中央会等）の皆様との意
見交換を通じて、企業と県の双方に利益をもたらす新たな取り組み
のヒントやアイディアのご提案をいただきたいと考えています。

○既に広告協賛等でご協力をいただいている企業を訪問してご要望
等をお伺いし、必要に応じてその改善策を検討します。

○ネーミングライツの導入について、新たな導入施設の検討や、施設
内のホール等の単位での導入を検討します。

【その他既存資産の利活用等による取り組み】
○平成24年1月に策定した「県有資産マネジメント方針」に基づき、
県の保有する土地・建物を次の三つの視点から適正に管理・活用
し、歳入増と歳出削減を図ります。
①保有総量の縮小
未利用・低利用資産を洗い出し、売却を進めていきます。
②効率的な利用
倉庫スペース等の利用調整を行い、新たな未利用資産を生み出
し売却を進めるとともに、行政財産貸付制度を導入し、貸付料収入
の増加を図ります。
③建築物の長寿命化
計画的な修繕・改修による更新時期の見直し、改修・改築時にお
ける省エネ対策の実施、改築時における施設規模の適正化、によ
り歳出削減と財政負担の平準化を図ります。
○税外未収金の債権管理
未回収となっている貸付金等の債権回収を進めるとともに、併せて
未収金の発生の未然の防止に努め、さらに未収金発生後の早期の
対応による回収促進に全庁的に取り組んでいきます。

地域の特産品のＰＲ
による地方創生




